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令和 6年 10月
こども家庭庁支援局家庭福祉課

6聟
92



普通養子縁組と特別養子縁組について

○ 普通養子縁組は、戸籍上において養親とともに実親が並記され、実親と法律上の関係が残る縁組形式。

○ 特別養子縁組は、昭和48年に望まない妊娠により生まれた子を養親に実子としてあつせん したことを自ら告白し

た菊田医師事件等を契機に、子の福祉を積極的に確保する観点から、戸籍の記載が実親子とほぼ同様の縁組形式を

とるものとして、昭和62年に成立 した縁組形式。

並通養子縁組日 ,

同意により成立養親と養子C

<要件>
養親 :20歳以上

養子 :尊属又は養親より年長でない者

<実父母との親族関係>
実父母との親族関係は終了しない

<監護期間>
特段の設定はない

<離縁>
原則、養親及び養子の同意により離縁

<戸籍の表記>
実親の名前が記載され、養子の続柄は「養子・養女」

と記載

特別養子縁組
<縁組の成立>
養親の請求に対 し家裁の決定により成立

実父母の同意が必要 (た だし、実父母が意思を表示
できない場合や実父母による虐待など養子となる者の

利益を著しく害する理由がある場合は、この限りでない)

<要件>
養親 : 原則25歳以上 (夫婦の一方が25歳以上であれば、

一方は20歳以上で可)

配偶者がある者 (夫婦双方とも養親)

原則、15歳 に達 していない者

子の利益のために特に必要があるときに成立

<実父母との親族関係>
実父母との親族関係が終了する

<監護期間>
6月 以上の監護期間を考慮 して縁組

<離縁>
養子の利益のため特に必要があるときに養子、実親、

検察官の請求により離縁

<戸籍の表記>
実親の名前が記載されず、養子の続柄は「長男・長女」
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特別養子縁組の成立件数の推移等

出典 :司法統計年報

平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 令和元年 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年

513 542 495 616 624 711 693 683 580 587

<参照条文>民法 (明治 29年法律第 89号)(特別養子縁組関係抜粋)

(特別養子縁組の成立)

第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組 (以

下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2(略 )

(養親の夫婦共同縁組 )

第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子 (特別養子縁組以外の縁組による養子

を除く。)の養親となる場合は、この限 りでない。

(養親となる者の年齢)

第八百十七条の四 二十五歳に達 しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達 していない場合においても、その者が二十歳

に達 しているときは、この限りでない。

(養子となる者の年齢)

第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達 している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達 した者に

ついても、同様とする。
2 前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定す

る請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用 しない。
3 養子となる者が十五歳に達 している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。

(父母の同意)

第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による

虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著 しく害する事由がある場合は、この限りでない。

(子の利益のための特別の必要性)

第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著 しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必

要があると認めるときに、これを成立させるものとする。

(監護の状況)

第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護 した状況を考慮 しなければならない。
2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。

(実方との親族関係の終了)

第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及

びその血族との親族関係については、この限りでない。
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許可制度導入後の民間あっせん機関による養子縁組あっせんの仕組み (大まかなイメージ)

都道府県 (指定都市・児相設置市)

:相互連携・協力 :

○許可・許可の更新
○監督

⇒改善命令

許可の取消 し等
○報告命令・検査

〇指導・助言
○必要な支援措置

○許可申請
○事業廃止等の届出

⇒廃上 した場合の都道府県又は他の民間
あっせん機関への帳簿の引継ぎ

○事業報告書の提出

○あっせんの各段階における報告

民間あつせん機関

図受付

養子候補者
１

２

３

②受付

養親候補者
１

２

３

○養子縁組あつせん責任者の配置
○児童の適切な養育に関する措置
○帳簿の備付け・保存

○一定の手数料
○業務の質の評価
○守秘義務 など

養親希望者

●↑
実親

(特定妊婦の

場合を含む)

者

ハ〓一子欄
養

養親希望者
(国 内優先の原則 )

養子候補者

④縁組成立前養育

家庭裁判所

□申込み

L3q相 談支援
あっせんの

各段階における

実親の同意確認

①申込み

③相談支援
研修の実施

⑤監護状況の

把握

⑨養子縁組成
立後 6月 間
の監護状況
の確認養子縁組成立後の支援

⑥特別養子縁組の申請
⑦実親の同意確認

③審判 → 特別養子縁組成立


